
（目指す子ども像）

「第二次奈良市子ども読書活動推進計画」について

国の基本方針は順次改定されているが、本市の計画は更新されていない。今回、特に有用な内容を取り入れ、第二次計画を策定する。

第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

期間 平成15年～19年度 平成20年～24年度 平成25年～29年度 平成30年～令和4年度 令和5年～9年度

基本方針

１子どもが読書に親しむ機会の提供
と諸条件の整備・充実

２家庭、地域、学校を通じた社会
全体での取組の推進

３子どもの読書活動に関する理解と
関心の普及

１子どもの自主的な読書活動の推進
２家庭，地域，学校を通じた社会
全体での取組の推進

３子どもが読書に親しむ機会の
提供と諸条件の整備・充実

４子どもの読書活動に関する理解
と関心の普及

１家庭，地域，学校を通じた社会
全体における取組

２子どもの読書活動を支える環境
の整備

３子どもの読書活動に関する意義
の普及

１子供の読書活動に関する課題
２子供の読書活動に関する課題
の分析と取組の方向性

１不読率の低減
２多様な子どもたちの読書機会
の確保

３デジタル社会に対応した読書
環境の整備

４子どもの視点に立った読書
活動の推進

国の基本計画における基本方針の推移

奈良市子ども読書活動推進計画

平成19年～23年度（平成18年度策定） 第二次奈良市子ども読書活動推進計画（案）

「子どもの発達段階」に
応じた取組みに言及

計画の目標

豊かな人間性を養い、

生涯にわたり学び続け、

計画の基本方針

・ 自主的な読書活動の推進

・ 読書活動を支える環境の整備

・ 不読率の低減

・ デジタル社会に対応した環境整備

・ 子どもの視点に立った読書活動の推進

・ 多様な子どもたちの読書機会の確保

未来を切りひらく子どもたち

奈良市教育振興基本計画
および、奈良市教育大綱 の

読書活動の視点 から

・ すべての子どもが本に親しむことが

できる機会の確保

１ 子ども読書活動の意義等、推進計画の根幹に
関わる部分は市前計画を引き継ぐ

２ ICTや不読率等、近年の動向を加味

３ 市本計画策定の目的として、市前計画を引き継ぎつつ、
「奈良市教育大綱」、「奈良市第5次総合計画」、
国「子ども読書活動推進基本計画（第二～五次）」に依拠

４ 市本計画の対象者 概ね18歳までの子ども

５ 市本計画の期間 令和７年度から令和11年度

６ 市本計画策定後の進行管理
「短期的指標」「長期的指標」を設定し、
「奈良市子ども読書活動推進懇話会」で点検・評価する

７ 「子どもの発達段階」に応じた取組みを行う

計画の概要

令和7年～11年度（策定中）

目標の達成を推進


